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どこで情報が手に入るの？

⚫各地区のあんしんすこやかセンター

⚫各総合支所保健福祉課

⚫認知症在宅生活サポートセンター

⚫介護予防・地域支援課

⚫世田谷区認知症在宅生活サポートセンター

ホームページ

にんさぽだより最新号（15号）でも
若年性認知症についての特集記事
を掲載しています！



若年性認知症支援コーディネーター

東京都が設置した、若年性認知症の方に特化したワンストップの相談窓口です。本人や家族だけではなく、企業の
方も相談できます。利用できる制度・サービスの紹介や手続き支援、就労継続などに関わる関係機関との連携を
図ったり、社内で若年性認知症の理解を深める研修を行うこともできます。相談は無料です。

認知症があって
も働き続けたり、
子育てしたりで
きる環境づくり
のサポートをし
てくれます



世田谷区内で相談できるところはどこ？

あんしんすこやかセンター
（ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ）

あんしんすこやかセンターは、介護保険法に基づく地域包括支援センターです。
世田谷区では親しみやすいように、あんしんすこやかセンターと呼んでいます。

• 区内28ヶ所に設置している高齢者のための相談窓口です。障害の

ある方や子育て中の方などのご相談もお受けしています。

• 窓口では、社会福祉士、主任ケアマネジャー、保健師等の専門職員

がご相談に応じます。

• ご相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。

ご相談は無料です。





手帳取得のメリット

⚫企業での雇用形態を障害者雇用に切り替えて
勤務を継続できる

⚫税制の優遇措置

⚫公共交通料金、施設の利用料の割引等



障害年金申請の際の注意点

⚫初診日の確認

⚫働きながらでも、状況に応じて申請すること
ができます

⚫特例該当する場合、老齢年金と併給できる
可能性もあります（年金事務所に問い合わせ
が必要です）





⚫ 医療費控除

１年間（１月から12月まで）に負担した医療費の総額が一定額を超えている場合には、確定

申告を行うと税金が還付される場合があります。

⚫ 高額療養費

医療機関や薬局で支払う自己負担額が１カ月単位で一定額を超えた場合には、その超えた

金額を支給する制度です。

※事前に「限度額適用認定証」を入手し、窓口に出せば、自己負担限度額を超えた分を支払

う必要はありません。

問合せ 加入している健康保険組合、協会けんぽ、または国保・年金課 保険給付係



⚫ 子どもの学費

世帯の経済状況により、子どもの就学に関する費用の支援が必要な場合は、各種奨学金、

東京都による支援、また学校でも奨学金や学費免除を受けられる場合があります。

問合せ
通学中の学校、東京都教育委員会ホームページ(奨学金リンク集)、日本学生
支援機構ホームページ、その他各種奨学金
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